
【運動の目的】
本運動は、地域住民の方々一人ひとりに交通安全思想の普及、浸透を

図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるととも
に、市民の皆様自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進する
ことにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。

【運動の期間】
令和７年１２月１１日（木）から

３１日（水）までの２１日間

【運動の重点事項】
・こどもや高齢者の交通事故防止
・飲酒運転等悪質、危険運転の根絶
・安全な交通環境の整備

【安全運転５則】 【自転車安全利用５則】
１．シートベルトを着用し、安全速度を守る １．車道が原則、左側を通行歩道は例外、
２．カーブの手前ではスピードを落とす。 歩行者を優先
３．交差点では必ず安全を確かめる。 ２．交差点では信号と一時停止を守って、
４．一時停止で横断歩道の安全を守る。 安全確認
５．飲酒運転は絶対にしない。 ３．夜間はライトを点灯

４．飲酒運転は禁止
５．ヘルメットを着用

！！熊に注意！！
冬眠前の熊は、食料を求めて山から降りてくることが多々あります！

庭先に食べ物のゴミ等を置かないようにしましょう。

万が一、熊を目撃したら、刺激せず、

すぐに避難した後に、役場や警察に連絡をしてください。

ドアや窓を開けて屋内に入ってくる場合もあるので

戸締りは確実にするようにしましょう！

ルリちゃん安全メール配信中
地域の防犯・交通取締り等に関する情報を警察署ごとにメール配信しています。 登録してね

ＱＲコードが読み取れない場合は、登録用メールアドレス
touroku-rurichan-mail@fc0507.cuenotejp

に空メールを送信してください。


